


日野町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

日野町営住宅設置及び管理に関する条例（平成 9年日野町条例第 37 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号を加える。 

 

改正後 改正前 

(委任) (委任) 

第58条 略 

 

第58条 略 

(その他)   

第59条 別表(3)に規定する若者向け住宅の管理に関する事項は、別

に定める。 

 

 

別表(第3条関係) 別表(第3条関係) 

(1) 略 (1) 略 

(2) 略 (2) 略 

(3) 若者向け住宅  

建設年度 所在地 構造別 家賃(月額) 戸数 備考 

平23 日野町根雨14

3-1 

木造瓦葺2階

建 

30,000円 4 4戸建1

棟  

 

  

 

附 則 

この条例は、平成24年2月1日から施行する。 

 




